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◆診療報酬点数表 ＜別表第一医科診療報酬点数表による＞（抜粋）◆ 
 

 診療報酬の算定方法 

改定：平成２８年３月４日付厚生労働省告示第５２号 

実施：平成２８年４月１日 

 
放射線治療 

第１２部 放射線治療 

通則 

１ 放射線治療の費用は、第１節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣が

定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）を使用した場合は、 第１節の所定点数に第２

節の所定点数を合算した点数により算定する。 

２１ この部に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、この部に掲げられている放射線治

療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。 

３２ 新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）、３歳以上６歳未満の幼児又は６歳以上１５歳未満の小児に対

して放射線治療（区分番号Ｍ０００〈放射線治療管理料（分布図の作成 1 回につき）〉からＭ００１-３〈直線加

速器による放射線治療（一連につき）〉まで及びＭ００２〈全身照射（一連につき）〉からＭ００４〈密封小線源

治療（一連につき）〉までに掲げる放射線治療に限る。）を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放

射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の１００分の８０６０、１００分の５０３０、１００分の３０１５又は

１００分の２０１０に相当する点数を加算する。 
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第１節 放射線治療管理・実施料 

 

区   分 点数（点） 備   考 

Ｍ０００ 放射線治療管理料 

（分布図の作成１回につき） 

１ １門照射、対向２門照射又は外部 

照射を行った場合 

２ 非対向２門照射、３門照射又は 

腔内照射を行った場合 

３ ４門以上の照射、運動照射、原体 

照射又は組織内照射を行った場合 

４ 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）によ

る体外照射を行った場合 

 

 

 

 

２,７００

３,１００

４,０００

５,０００

注１) 線量分布図を作成し、区分番号Ｍ００１に

掲げる体外照射、区分番号Ｍ００４の１に掲げ

る外部照射、区分番号Ｍ００４の２に掲げる腔

内照射又は区分番号Ｍ００４の３に掲げる組織

内照射による治療を行った場合に、分布図の作

成１回につき１回、一連につき２回に限り算定

する。 

２) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関において、患者に対して、放射線

治療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射

計画に基づく医学的管理（区分番号Ｍ００１の

２に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番

号Ｍ００１の３に掲げる強度変調放射線治療

（ＩＭＲＴ）に係るものに限る。）を行った場

合は、３３０点を所定点数に加算する。 

３) 注２に規定する別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合しているものとして地方厚生局

長等に届け出た保険医療機関において、放射線

治療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入

院中の患者以外のものに対して、放射線治療

（区分番号Ｍ００１の２に掲げる高エネルギー

放射線治療及び区分番号Ｍ００１の３に掲げる

強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）に係るものに

限る。）を実施した場合に、患者１人１日につ

き１回に限り１００点を所定点数に加算する。

 

 

 

 

特掲診療料の施設基準等（平成２８年３月４日付厚生労働省告示第５４号 実施：平成２８年４月１日） 

第十三 放射線治療 

 一 放射線治療専任加算の施設基準 

 （１）当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師（放射線治療について、

相当の経験を有するものに限る。）が１名以上配置されていること。 

 （２）当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 

 （３）当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 
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区   分 点数（点） 備   考 

Ｍ０００－２  

放射性同位元素内用療法管理料 

１ 甲状腺癌に対するもの 

２ 甲状腺機能亢進症に対するもの 

３ 固形癌骨転移による疼痛に対するもの 

４ Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫に対する 

もの 

 

 

１,３９０

 １,３９０

１,７００

３,０００

注１) １及び２については、甲状腺疾患（甲状腺癌

及び甲状腺機能亢進症）を有する患者に対し

て、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計

画的な治療管理を行った場合に、月１回に限り

算定する。 

２) ３については、固形癌骨転移による疼痛を

有する患者に対して、放射性同位元素内用療法

を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合

に、月１回に限り算定する。 

３) ４については、Ｂ細胞性非ホジキンリンパ

腫の患者に対して、放射性同位元素内用療法を

行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合

に、月１回に限り算定する。 

 

 
 

区   分 点数（点） 備   考 

Ｍ００４  

密封小線源治療（一連につき） 

１ 外部照射 

２ 腔内照射 

 イ 高線量率イリジウム照射を行った場

合又は新型コバルト小線源治療装置

を用いた場合 

 ロ その他の場合 

３ 組織内照射 

イ 前立腺癌に対する永久挿入療法 

ロ 高線量率イリジウム照射を行った場

合又は新型コバルト小線源治療装置

を用いた場合 

ハ その他の場合 

４ 放射性粒子照射（本数に関係なく） 

８０

 

１０,０００

 
５,０００

 

４８,６００

２３,０００

１９,０００

８,０００

注１) 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連に

つき算定する。 

２) 使用した高線量率イリジウムの費用とし

て、購入価格を５０円で除して得た点数を加算

する。 

３) 使用した低線量率イリジウムの費用とし

て、購入価格を１０円で除して得た点数を加算

する。 

４) 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場

合は、使用した線源の費用として１個につき

６３０点を加算する。ただし、この場合におい

て、注６の加算は算定できない。 

５) 食道用アプリケーター又は気管、気管支用

アプリケーターを使用した場合は、それぞれ

６，７００点又は４，５００点を所定点数に加

算する。 

６) 使用した放射性粒子の費用として、購入価

格を１０円で除して得た点数を加算する。 

７) 使用したコバルトの費用として、購入価格

を１，０００円で除して得た点数を加算する。

８） 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関において、放射線治療を専ら担当する常

勤の医師が画像誘導密封小線源治療（ＩＧＢＴ）（２

のイに係るものに限る。）を行った場合には、画像

誘導密封小線源治療加算として、一連につき３００

点を所定点数に加算する。 
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第２節 特定保険医療材料料 

区   分 点数（点） 備   考 

Ｍ２００ 

特定保険医療材料 

材料価格を１０円で除して得た点数 注) 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別

に厚生労働大臣が定める。 

 

 

第２部 入院料等 

第２節 入院基本料等加算 

区   分 点数（点） 備   考 

Ａ２２５ 

放射線治療病室管理加算（１日につき） ２，５００

注) 治療上の必要があって、保険医療機関におい

て、放射線治療病室管理が行われた入院患者（第

１節の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）

又は第３節の特定入院料のうち、放射線治療病室

管理加算を算定できるものを現に算定している患

者に限る。）について、所定点数に加算する。 

 




